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※SeeLフェアは 10月 28日を予定しています。

Ⅱ 生活衛生営業振興事業 

①ＳｅｅＬフェアの開催事業 

②研修、講習、広報事業 

③組合助成事業 

Ⅰ 生活衛生営業指導事業 

１・生活衛生関係営業相談等事業 

  （窓口、巡回、地区相談） 

２・分野調整事業 

３・情報化整備事業 

４・研修・講習会の開催事業 

５・クリーニング業法に基づく 

研修・講習会の開催 

６・標準営業約款に関する事業 

７・振興と活性化に関する事業 

８・後継者育成支援事業 

９・企画運営委員会に関する事業 

１０・各種調査等事業 

１１・その他 適宜、実施する。 

日本政策金融公庫 新支店長のご紹介  西陣支店 支店長兼国民生活事業統轄  西口 安弘 
            （敬称略）  舞鶴支店 支店長           田上 和彦 

指導センター事務局人員の異動について 

 

平成 24 年 3 月 31 日付 退職 
   専務理事・経営指導員  植村 憲一 
平成 24 年 4 月 1 日付 採用 

事務局長・経営指導員  伊井 光晴 



 

 

 
 
 
 

平成２４年４月より、いくつかの変更点がありますのでお知らせいたします。 
 

金利－0.15 が適用される「振興事業促進支援制度の事業計画書」の様式が 
変更されました。（組合員向け融資制度が対象） 
 
 今後ご提出される場合には、新しい様式にてお願いします。 

 
上記「事業計画書」については組合での「コピー保存」及び 

「組合による計画の実施状況の確認」が必要となりました。 
 
 計画期間を終了したものについては内容の進捗状況を確認し、「組合記入欄」に評価所見を記 

 載して下さい。 ※この状況報告については、組合が提出する「振興計画の実施報告」に記入

欄が加えられる予定です。報告できるよう、保存の徹底をお願いします。 

 
 利率の考え方が変わりました。 
 
 詳細については利率表によりますが、「担保保全別金利」というものが導入されました。 

 担保の価値によって、基準となる金利に対して、利率が低く、または高くなります。 

 これにより、保証人のみの場合は基準となる金利に対して実質 0.35％の上乗せとなりました。 

  
 第 3者保証人不要、新創業融資制度についても衛経での借替が可能となりました。 
 

    最後は少しのグッドニュースですが、今まで衛経同士でしか出来なかった借り替えが、上記

のものとも可能になりました。但し、残高が 300 万円以下のものなので、対象者は少ないと

は思いますが、ご周知いただきますようお願いします。また、この借り替えについては、借

り替え対象残高 100 万円超、借り替え後、衛経残高 550 万円超の 2 つの条件に当てはまる場

合、現在の 1,000 万円超の借入先に対する事後指導と同様の事後指導が必要となります。 
 
 

せいえい融資利率 

（平成 24 年 4 月 11 日現在） 

基準となる利率 2.15％（6 年まで）

生活衛生 

改善資金貸付 
1.85％（10 年まで）

Ｃ1.25％(6 年まで)振興事業設備

の特定設備 (計画書作成 1.1％)

とうとう四国遍路八十八ヶ所、結願いた

しました。休みにチマチマでかけて、ち

ょうど３年。長かったように思います

が、終わると寂しい気がします。歩いて

いるときはとんでもないと思った空海

ウォークも今となっては懐かしく･･･。

あとは高野山に行くのみです。  真 

Ｙの回。 
最近、｢ノマド｣という言葉が注目を浴びている。もともとの意味

は「遊牧民」という言葉からきたもの。今使われているのはノマ

ドワーキングという働き方で、インターネットが発達したので、

業種によっては集まって仕事をする必要が無くなり在宅勤務な

どが増えた。さらにコンピュータの情報の出し入れがどこからで

も簡単にできるようになったため、国内のみならず海外にいても

同様の仕事がこなせるようになり、さらにノマドは正社員ではな

く、請負や 1 時的な契約社員を選択した、より自由な働き方とし

て注目を浴びているという訳である。ノマドが増える中で、コワ

ーキングスペースなるものも増加している。組織に縛られるのは

嫌だけれど、孤独感を感じたり同じ目的を持ったノマド達が集ま

って一緒に仕事やイベント開催をしたりする場所。横のつながり

により様々なアイデアやアドバイス、困ったときに相談できる相

手が欲しいといったところだろうか。これは、組合と似通ったと

ころもあるような。開業相談などをさせてもらっていても、心の

拠り所、頼れる存在、を求める方が増えてきた気がしています。


